
  

 

半
田
市
高
度
先
端
産
業
立
地
促
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
三
年
半
田
市
規
則
第
十
九
号
）
の
全
部

を
改
正
す
る
。 

令
和
八
年
六
月
三
十
日 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 

 

半
田
市
規
則
第
三
十
五
号 

半
田
市
産
業
立
地
促
進
条
例
施
行
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
半
田
市
産
業
立
地
促
進
条
例
（
令
和
八
年
半
田
市
条
例
第
二
十
四
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
う
。）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
で
あ
っ
て
、
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
と
同
一
の
も

の
は
、
こ
れ
と
同
一
の
意
義
に
お
い
て
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
生
活
環
境
等
の
配
慮
事
項
） 

 

第
三
条 

条
例
第
四
条
第
一
項
第
四
号
、
条
例
第
七
条
第
一
項
第
四
号
及
び
条
例
第
十
一
条
第
三
号
の
新

設
等
す
る
工
場
等
の
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
等
に
対
す
る
規
則
で
定
め
る
適
正
な
配
慮
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。 

一 

公
害
の
防
止
に
関
す
る
法
令
及
び
環
境
の
保
全
に
関
す
る
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
市
長
の

指
示
に
従
い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

二 

新
設
等
す
る
工
場
等
の
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
、
工
場
等
の
新
設
等
に
係
る
計
画
の
内
容
を
周

知
さ
せ
る
た
め
の
説
明
会
を
開
催
す
る
こ
と
。 

三 

新
設
等
す
る
工
場
等
の
敷
地
に
接
す
る
敷
地
の
土
地
所
有
者
及
び
居
住
者
か
ら
当
該
工
場
等
の
新

設
等
に
関
し
理
解
を
得
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

（
生
産
性
向
上
計
画
に
よ
り
省
人
化
さ
れ
る
常
用
雇
用
者
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
第
二
項
及
び
条
例
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
掲
げ
る
生
産
性
向
上
計
画
に
よ
り
省

人
化
さ
れ
る
常
用
雇
用
者
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
数
の
上
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
の
人
数
と
す
る
。 

 

一 

条
例
第
四
条
第
二
項
の
場
合 

大
企
業
に
あ
っ
て
は
五
人
、
中
堅
企
業
者
に
あ
っ
て
は
三
人 

 

二 

条
例
第
七
条
第
二
項
の
場
合 

三
人 



  

 

２ 
生
産
性
向
上
計
画
は
、
Ｉ
ｏ
Ｔ
、
ロ
ボ
ッ
ト
等
先
端
設
備
導
入
に
よ
り
、
労
働
生
産
性
向
上
を
図
る

た
め
の
計
画
で
あ
り
、
三
年
か
ら
五
年
ま
で
の
計
画
期
間
に
お
い
て
労
働
生
産
性
向
上
率
が
年
平
均
三

パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
。 

３ 

労
働
生
産
性
、
労
働
生
産
性
向
上
率
及
び
省
人
化
さ
れ
る
人
数
の
算
定
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
市
民
雇
用
・
定
住
促
進
奨
励
金
の
適
用
除
外
） 

第
五
条 

条
例
第
十
五
条
第
二
号
イ
の
規
則
で
定
め
る
補
助
は
、
半
田
市
移
住
者
就
業
起
業
促
進
事
業
費

補
助
金
と
す
る
。 

（
指
定
の
申
請
等
） 

第
六
条 

条
例
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
事
業
者
は
、
新
設
等
す
る
工
場

等
の
工
事
に
着
手
す
る
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
奨
励
金
交
付
指
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
に
必
要
な

書
類
を
添
え
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
条
例
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
奨
励
金
の
交
付
を
受
け
る
事
業
者
の
指
定
の
可
否

を
決
定
し
た
と
き
は
、
奨
励
金
交
付
指
定
可
否
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の

と
す
る
。 

３ 

指
定
事
業
者
は
、
指
定
の
申
請
を
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
指
定
を
受
け
た
工
場
等
の
操
業
を
開
始

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
交
付
の
申
請
等
） 

第
七
条 

条
例
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
奨
励
金
交
付
申
請
書
（
指

定
事
業
者
用
）（
様
式
第
三
号
）
又
は
奨
励
金
交
付
申
請
書
（
新
規
常
用
従
業
員
等
用
）（
様
式
第
四
号
）

に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
条
例
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
奨
励
金
の
交
付
又
は
不
交
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、

奨
励
金
交
付
（
不
交
付
）
決
定
通
知
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
期
限
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
期
限
と
す
る
。 

一 

高
度
先
端
産
業
立
地
奨
励
金 

交
付
年
度
の
六
月
末 

二 

中
小
企
業
高
度
先
端
産
業
立
地
奨
励
金 

操
業
開
始
日
か
ら
一
年
以
内 

三 

企
業
再
投
資
促
進
奨
励
金 

操
業
開
始
日
か
ら
一
年
以
内 

四 

工
場
等
立
地
促
進
奨
励
金 

交
付
年
度
の
六
月
末 

五 

市
民
雇
用
・
定
住
促
進
奨
励
金 

交
付
年
度
の
六
月
末 

４ 

条
例
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
奨
励
金
は
、
五
億
円
を
超
え
る
場
合
は
三
年
間
、
二
億



  

 

円
を
超
え
る
場
合
は
二
年
間
に
分
割
し
て
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

（
交
付
の
請
求
） 

第
八
条 

条
例
第
二
十
条
の
奨
励
金
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
奨
励
金
交
付
請
求
書
（
様
式
第
六

号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
届
出
） 

第
九
条 

条
例
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
様
式
に
必
要
な
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

条
例
第
二
十
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
由 

工
事
着
手
届
（
様
式
第
七
号
） 

二 

条
例
第
二
十
一
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
由 

工
事
完
了
届
（
様
式
第
八
号
） 

三 

条
例
第
二
十
一
条
第
三
号
に
規
定
す
る
事
由 
操
業
開
始
届
（
様
式
第
九
号
） 

四 

条
例
第
二
十
一
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
由 
変
更
届
（
様
式
第
十
号
） 

五 

条
例
第
二
十
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
事
由 

操
業
休
止
（
廃
止
）
届
（
様
式
第
十
一
号
） 

（
地
位
の
承
継
） 

第
十
条 

条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
事
業
者
の
地
位
を
承
継
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
速
や
か

に
指
定
承
継
申
請
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

市
長
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
承
継
の
承
認
の
可
否

を
決
定
し
た
と
き
は
、
指
定
承
継
承
認
通
知
書
（
様
式
第
十
三
号
）
又
は
指
定
承
継
承
認
却
下
通
知
書

（
様
式
第
十
四
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
の
取
消
し
等
） 

第
十
一
条 

市
長
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
奨
励
金

交
付
指
定
取
消
通
知
書
（
様
式
第
十
五
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

市
長
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
奨
励
金
の
交
付
の
決
定
を
取
り
消

し
た
と
き
は
、
奨
励
金
交
付
決
定
取
消
通
知
書
（
様
式
第
十
六
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

市
長
は
、
条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
奨
励
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還

さ
せ
る
と
き
は
、
奨
励
金
返
還
命
令
通
知
書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

奨
励
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
決
定
を
受
け
た
者
は
、
当
該
決
定
に
係
る
奨
励
金
の
受
領

の
日
か
ら
納
付
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
当
該
奨
励
金
の
額
（
そ
の
一
部
を
納
付
し
た
場
合
に
お
け
る
そ

の
後
の
期
間
に
つ
い
て
は
既
返
戻
額
を
控
除
し
た
額
）
に
つ
き
、
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で

計
算
し
た
加
算
金
を
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

奨
励
金
の
全
部
又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
決
定
を
受
け
た
者
が
、
市
長
が
定
め
る
返
還
期
限
ま
で
に



  

 

納
付
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
納
付
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
日
数
に
応
じ
、
そ
の
未
納
額
に

つ
き
、
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延
滞
金
を
加
算
し
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

６ 

市
長
は
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
加
算
金
及
び
延
滞
金
の
全
部
又
は
一
部

を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
委
任
） 

第
十
二
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。 

 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

                    



  

 

別
表
（
第
四
条
関
係
） 

 

省
人
化
さ
れ
る
人
数 

労
働
生
産
性
向
上
率 

労
働
生
産
性 

区
分 

当
該
工
場
の
常
用
雇
用
者
数
／
（
一―

労
働
生
産
性
向
上
率
／
計
画
期
間
）

―

当
該
工
場
の
常
用
雇
用
者
数 

（
計
画
最
終
事
業
年
度
の
労
働
生
産
性―

認
定
申
請
の
直
近
の
事
業
年
度

の
労
働
生
産
性
）
／
認
定
申
請
の
直
近
の
事
業
年
度
の
労
働
生
産
性 

（
営
業
利
益
＋
人
件
費
＋
減
価
償
却
費
）
／
（
労
働
者
数
又
は
労
働
者
数

×
一
人
当
た
り
年
間
就
業
時
間
） 

算
定
式 


